
事業名 期日・時間 対象 定員 内容 申し込み

①
作ってみよう！
スーパーボールロケ
ット

10月１日（日）
午後１時～ 中学生まで 50人

（先着順）
スーパーボールを使って、飛
び出すロケットを作ります

①③⑥⑦は
当日直接
まゆドームへ

②④⑤は
9月27日（水）
午前9時30分
から電話で
まゆドームへ

　�※いずれも参加
料は無料です

② 炭の松ぼっくり作り 10月８日（日）
午前10時～ 小・中学生 12人

（先着順）
園内の松ぼっくりやどんぐり
で、炭を作ります

③ 子供のもりのハロウ
ィン

10月15日（日）
午後１時～ 中学生まで 50人

（先着順）
ハロウィンの行事を知り、お
化けの衣装を作ります

④ 自然と遊ぼう（秋） 10月22日（日）
午前10時～

５歳から中学生
とその保護者

20人
（先着順）

ゲームを通して、秋の草木や
生き物など自然の素晴らしさ
を味わいます

⑤ 親子でハワイアンリ
トミック

10月25日（水）
午前10時30分～

２歳までの子ど
もとその保護者

10組
（先着順）

フラダンスの衣装に着替え、
リズムに合わせて動きます

⑥ 子供のもりの音楽会
オータムコンサート

10月28日（土）
午後１時30分～

誰でも参加でき
ます なし 秋の公園で伊勢崎第四中学校

吹奏楽部の演奏を楽しみます

⑦ 秋のスタンプラリー 10月29日（日）
午後１時～ 中学生まで 50人

（先着順）
園内を一周してスタンプを集
め、秋の自然に親しみます

10月の休館日…火曜日・11日（水）

小学３年生以下の子どもは参加人数分の保護者の付き添いが必要です。安全のため乳幼児の同伴を断わる事業もあります。
②④の事業に参加できるのは、1人につき1つまでです。複数の参加を希望する場合は、キャンセル待ちになります。

☎31－3778
問い合わせ10月の親子ふれあい事業

ナルセグループ伊勢崎
市民プラザ図書室	 ☎32－9488
休館  10月10日（火）・24日（火）

■能楽講演会
　能楽師の加藤眞悟さんが新作能「新
皇将門」について講演します。
期日　10月７日（土）
時間　午後１時30分開始
定員　50人（先着順）
参加料　無料
申し込み　当日直接会場へ
■埋蔵文化財移動パネル展
期間　10月14日（土）から11月12日（日）
　まで

赤堀図書館	 ☎63－1200
休館   10月３日（火）・17日（火）・20日（金）

■赤堀図書館でJ
ジ ャ ズ

AZZを聴こう！
期日　10月28日（土）
時間　午後４時30分開始
会場　赤堀芸術文化プラザ
定員　50人（先着順）
申し込み　当日直接会場へ
　※内容を変更する場合があります。
　事前に電話で確認してください
■あかぼり図書館文化祭
　図書館の本を参考に制作された作品
を展示します。
　※展示作品を募集します。10月７日
　（土）から直接赤堀図書館に持ってき
　てください
期間　11月４日（土）から26日（日）まで

■市民読書会
　『任務』（松本清張著）をテキストとし
た読書会を行います。
期日　10月22日（日）
時間　午後１時30分開始
定員　10人（先着順）
申し込み　9月25日（月）から直接また
　は電話で伊勢崎市図書館へ

境図書館	 ☎74－0209
休館   月曜日・10月20日（金）

■読書週間関連事業
　『ハッピーハロウィン！スクラッチ
　で栞プレゼント』
　ハロウィンをイメージしたスクラッ
チカードを配布します。出てきた絵柄
の栞を差し上げます。
期間　10月７日（土）から31日（火）まで
■名作映画会
　『劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き』
期日　10月８日（日）
時間　午後２時開始

あずま図書館	 ☎62－9988
休館   月曜日・10月８日（日）

■名作シアター
内容・期日
●『ものすごくうるさくてありえない
　ほど近い』＝10月７日（土）
●『レナードの朝』＝10月11日（水）
時間　午後２時開始
■アニメシアター
　『おしりたんてい ププッ かいてい
　いせきのぼうけん』
期日　10月15日（日）
時間　午後２時開始

■10月の読み聞かせ
【幼児向けの読み聞かせ】
●７日（土）＝赤堀図書館、境図書館
●14日（土）＝伊勢崎市図書館、あず
　ま図書館

【赤ちゃん向けの読み聞かせ】
●６日（金）＝あずま図書館
●10日（火）＝伊勢崎市図書館
●11日（水）＝赤堀図書館
●19日（木）＝境図書館
　※時間などの詳細は各図書館に問
　い合わせてください

伊勢崎市図書館	 ☎23－2346 休館   水曜日・10月９日（祝）・26日（木）
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銃器による害鳥駆除
【秋期】

　カラスなどの鳥類に
よる農作物被害が増え
ているため、銃器を使
用した害鳥の駆除作業
を実施します。実施者
は「有害鳥獣捕獲隊」と
書かれた赤い腕章を着
用しています。駆除作業は細心の注意を払い、銃
器を使用できる場所だけで実施します。
期日　10月１日（日）　
時間　午前６時～正午
実施場所　市内の農地・河川敷　
問い合わせ　農政課（☎27−2757）▲市ホーム

ページ
▲スマートフォンなどの操作のみで通報
ができます

通報

通報者 消防本部

ラジオとテレビで市の情報を発信
【いせさきFM（周波数：7

ナナロック

6.9MHz）】
番組名　伊勢崎市からのお知らせ『くわまるラジオ』
放送日　毎週月～金曜日
時間　午前７時54分～、午後１時25分～、午後５時50分～�
　（各5分）

【群馬テレビ データ放送】
　テレビのチャンネルを群馬テレビに合わせて、リモコン
のｄボタンを押して操作してください。
問い合わせ　広報課（☎27−2711）

広報いせさき　No.45013 2023年（令和5年）9月16日号 12

2023年９月１日現在
●人口 212,366人（前月比＋98）　●世帯数 95,304戸（前月比＋150）

http://www.library.isesaki.gunma.jp/
https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/
https://portal.g-cals.e-gunma.lg.jp/portal/
https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/honbu/shirei/10826.html



